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納付に代えることができる。また、公共工
事履行保証証券による保証を付し、又は履
行保証保険契約の締結を行った場合は、契
約保証金を免除する。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契
約の保証を付すこと。

 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は技術資料に
虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関
する条件に違反した入札は無効とする。
 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注
者は設計図書に定める工事目的物の機能、性
能等を低下させることなく請負代金額を低減
することを可能とする施工方法等に係る設計
図書の変更について、発注者に提案すること
ができる。提案が適正であると認められた場
合には、契約変更を行うものとする。詳細は
特記仕様書による（契約締結後に施工方法等
の提案を受け付けるＶＥ方式。）。
 配置予定技術者の確認 落札者決定後、Ｃ
ＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制
違反の事実が確認された場合、契約を結ばな
いことがある。なお、種々の状況からやむを
得ないものとして承認された場合の外は、申
請書及び技術資料等の差し替えは認められな
い。
 専任の配置予定技術者の配置が義務付けら
れている工事において、調査基準価格を下
回った価格をもって契約する場合において
は、配置予定技術者とは別に同等の要件を満
たす技術者の配置を求めることがある。
 手続きにおける交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無
 技術提案内容に確認が必要な場合は、ヒア
リング等を行う場合がある。
 施工体制の確認についてヒアリング等を実
施すると共に、ヒアリングに際して追加資料
の提出を求める事がある。
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４に同じ。

 一般競争参加資格の認定を受けていない者
の参加 上記２に掲げる一般競争参加資格
の認定を受けていない者も上記４により申
請書及び技術資料を提出することができる
が、競争に参加するためには、開札の時にお
いて、当該一般競争参加資格の認定を受け、
かつ、競争参加資格の確認を受けていなけれ
ばならない。
当該一般競争参加資格の認定に係る申請

は、「競争参加者の資格に関する公示」（令和６
年10月１日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長
公示）別記に掲げる当該者（当該者が経常建
設共同企業体である場合においては、その代
表者。）の本店所在地（日本国内に本店がない
場合においては、日本国内の主たる営業所の
所在地。以下同じ。）の区分に応じ、別記に定
める提出場所において、随時受け付ける。ま
た、当該者が申請書及び技術資料等を提出し
たときに限り、四国地方整備局総務部契約課
（〒7608554 香川県高松市サンポート３
33 電話0878518061）においても当該一
般競争参加資格の認定に係る申請を受け付け
る。
 本工事の契約締結後、契約者が「受注して
いる」もしくは「過去に受注していた」他の
工事（国土交通省・特殊法人等の発注工事）
において、データ改ざんや施工不良の隠蔽等、
公共事業の社会的信用の失墜に繋がるような
事実が確認された場合は、本工事を重点監督
対象工事とする場合がある。
 詳細は入札説明書による。
６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Toyoguchi Yoshiyuki Di‑

rector General of Shikoku Regional Devel‑

opment Bureau, Ministry of Land, Inf‑

rastructure, Transport and Tourism

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract :

Yamatosaka Dam selective water intake

facility equipment construction

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

5 : 00 P.M. 25 February 2026

However, this does not include docu‑

ments related to the qualifications of engi‑

neers, etc.

 Time‑limit for the submission of tenders

by electronic bidding system and time‑limit

for submission of documents related to qua‑

lifications of engineers, etc. : 2 : 00 P.M. 21

April 2026 (tenders bring with 2 : 00 P.M. 21

April 2026 or tenders submitted by mail

2 : 00 P.M. 21 April 2026)

 Contact point for tender documentation :

Contract Division, Shikoku Regional Devel‑

opment Bureau, Ministry of Land, Inf‑

rastructure, Transport and Tourism 333
Sunport Takamatsu City, Kagawa‑Prefect‑

ure 7608554, TEL 0878518061 ex,
2526

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
令和８年１月 20 日
本州四国連絡高速道路株式会社
神戸管理センター所長 河藤 千尋

◎調達機関番号 422 ◎所在地番号 28
〇本州四国連絡高速道路株式会社神戸管理セン
ター公告 2026 年第１号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 垂水ＪＣＴ Ｆランプ橋他６橋耐
震補強工事
 工事場所 兵庫県神戸市垂水区名谷町（垂
水ＪＣＴ）
 工事内容 本工事は、神戸淡路鳴門自動車
道の陸上部橋梁のうち、垂水ＪＣＴの第一Ａ
ランプ橋、第二Ｄランプ橋、第三Ｄランプ橋、
Ｅランプ橋、Ｆランプ橋、Ｇランプ橋及び管
理橋の７橋について、ＲＣ橋脚の巻立て補強
（ＲＣ巻立て・繊維巻立て）、水平力分担構
造等の設置を行うものである。
 工事概算数量
橋脚補強工（ＲＣ巻立て、繊維巻立て）約
30脚
水平力分担構造等 約120基
支承取替 約５基

 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間（契約締結日から工事の始期日までの期間）
を設定した工事であり、発注者が定めた一定
の期間内において落札者が工事の始期日を任
意に設定することができる工事である。なお、
受注者は、発注者との協議を経た上で、落札
後７日以内に工期通知書により工事の始期日
を通知すること。
余裕期間内は、現場代理人、主任技術者、
監理技術者又は監理技術者補佐を設置するこ
とを要しない。また、現場に搬入しない資材
等の準備を行うことができるが、資材の搬入、
仮設物の設置、工場製作を含む工事における
工場製作等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責に
より行うものとする。
工期：工事の始期日から1590日間

（ただし、令和８年９月29日（工事
開始期限）までに工事を開始すること）
なお、低入札価格調査等により、上
記の工事開始期限以降に契約締結と
なった場合には、余裕期間を設定する
ことはできず、契約日の翌日から
1590日間で工事を完了させること。
したがって、落札決定後から契約日ま
での間に実施する工事の始期日に関す
る協議は実施しない。

 本工事は、「企業の高度な技術力」として入
札説明書に参考として示した図面及び仕様書
（以下「設計図書」という。）又はそのうちあ
らかじめ指定する部分（以下「標準案」とい
う。）に係る具体的な施工計画その他の提案及
び「企業の信頼性・社会性」として、施工体
制、社会貢献度等の提案（以下「技術提案」
という。）について記述した確認資料の提出を
求め、標準案に基づき算定する予定価格の範
囲内において、価格と価格以外の要素を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落札
方式技術提案評価型の工事である。
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
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